
 

 

 

 

 

令 和 ７ 年 ２ 月 

 

 

選挙管理委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   日時 令和７年２月５日（水） 

午前１１時００分 

                   場所 佐賀市役所本庁７階 

選挙管理委員会事務局 



 

会 次 第 

 

１ 委員長あいさつ 

 

 

２ 議 事 

（１）公職選挙法第２２条第１項の規定に基づく選挙人名簿の登録について 

 

 （２）投票区の変更について 

 

（３）その他 

 

 

３ 報告事項 

（１）令和６年度佐賀県市町選挙管理委員会委員長・明るい選挙推進協議会会長 

合同会議の開催について 

 

（２）佐賀県都市選挙管理委員会連合会委員長会の開催について 

 

（３）その他 

 

 

４ 閉 会



 

【 議 事 】 

 

１ 公職選挙法第２２条第１項の規定に基づく選挙人名簿の登録について 

選挙人名簿の３月定時登録を行う日である３月１日が、地方公共団体の休日にあ 

たる土曜日であるため、公職選挙法第２２条第１項の規定に基づき、直後の地方公 

共団体の休日以外の日にあたる３月３日の月曜日に登録を行うことになる。 

  そのため、選挙人名簿の３月定時登録日を３月３日とする旨を別紙１のとおり告 

示する。 

 

 

２ 投票区の変更について 

  第４４投票区の投票場所である「久保田保健センター」が今後は改修工事が行わ 

れ児童センターとして活用されるため、投票所として使用するには適さないことに 

伴い、投票場所を「久保田公民館」に改める旨を別紙２のとおり告示する。 

 

 

３ その他 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【 報 告 事 項 】 

 

１ 令和６年度佐賀県市町選挙管理委員会委員長・明るい選挙推進協議会会長合同会

議の開催について 

（１）日 程  令和７年２月６日（木） 午後２時 

（２）場 所  ホテルマリターレ創世佐賀 

（３）出席者  永渕委員、明推協会長、事務局長 

 

 

２ 佐賀県都市選挙管理委員会連合会委員長会の開催について 

（１）日 程  令和７年２月１４日（金） 午後２時３０分 

（２）場 所  佐賀市役所 本庁舎４階大会議室 

（３）出席者  委員長、書記数名 

 

 

３ その他 

  



 

 

佐賀市選挙管理委員会告示第  号 

（案） 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項の規定に基づく選挙人名簿の登録に

ついて、選挙人名簿の登録日を次のとおり定める。 

 

  令和７年２月５日 

 

佐賀市選挙管理委員会 

委員長 井 上 和 弘 

 

 

選挙人名簿の登録日 

令和７年３月３日 

 

  

別紙 １ 



 

佐賀市選挙管理委員会告示第  号 

（案） 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７条第２項の規定により、別紙のとおり投票区 

の投票場所を一部変更した。 

 

  令和７年２月５日 

 

佐賀市選挙管理委員会 

委員長 井 上 和 弘 

 

別紙 ２ 



投　票　区 投　票　場　所 投　票　区　の　区　域

第１投票区 佐大附属中体育館 城内一丁目、二丁目　水ケ江一丁目、二丁目　赤松町　与賀町（川原小路を除く）

水ケ江三丁目、四丁目、五丁目（1番～8番10号、8番14号～8番28号）、六丁目
朝日町　今宿町　鬼丸町　中の館町　本庄町大字袋（国道２０８号線以北）

末広一丁目、二丁目（平松北以外の旧西与賀町を除く）　八戸一丁目、二丁目

下田町　昭栄町　新生町（１番、２番、３番）

長瀬町（3番9号～3番34号、4番、5番43号～5番72号、6番、7番、10番、11番）

大財一丁目（1番～5番）　白山一丁目、二丁目　多布施一丁目、二丁目　天神一丁目

唐人一丁目、二丁目　松原一丁目、二丁目　川原町　呉服元町（1番～5番）　成章町

中央本町　中の小路　八幡小路　堀川町　与賀町（川原小路）

神園一丁目、二丁目、三丁目（1番～15番）、四丁目、五丁目、

六丁目（1番～3番、4番16号～4番45号）　神野西一丁目、二丁目、三丁目、四丁目

多布施四丁目　天神三丁目

大財一丁目（6番～8番）、二丁目、六丁目　材木一丁目、二丁目　田代一丁目、二丁目
松原三丁目、四丁目　呉服元町（6番～11番）　紺屋町　高木町　東佐賀町　柳町

鍋島一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目　卸本町

鍋島町大字八戸溝（国道34号線以北）　鍋島町大字森田（国道34号線以北）

鍋島町桜　鍋島町大字鍋島　鍋島町大字蛎久

第８投票区 嘉 瀬 小 体 育 館 嘉瀬町

第９投票区 西与賀小体育館 末広二丁目（平松北を除く旧西与賀町）　光一丁目、二丁目、三丁目　西与賀町

本庄町大字本庄（大井樋、佐大前、西川内）

本庄町大字鹿子（鹿子上、鹿子下、鹿子団地）

本庄町大字正里（大井樋）　本庄町大字袋（国道２０８号線以南）　本庄町大字末次

木原一丁目、二丁目、三丁目　北川副町大字江上　北川副町大字光法
北川副町大字新郷（新村のみ）

第１２投票区 久保泉小体育館 久保泉町　金立町大小野

第１３投票区 金 立 小 体 育 館 金立町（大小野を除く）

高木瀬東一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目
日の出一丁目（6番、9番～21番）　高木瀬町

兵庫町
兵庫北一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目、七丁目

巨勢町大字高尾　巨勢町大字修理田　巨勢町大字東西
巨勢町大字牛島（第26投票区の区域を除く）

第１７投票区 芙 蓉 中 体 育 館 蓮池町

新栄西一丁目、二丁目　新栄東一丁目、二丁目、三丁目、四丁目
天祐一丁目、二丁目　新生町（４番、５番）　天祐団地　緑小路　鍋島町大字八戸

駅前中央一丁目、二丁目、三丁目　大財三丁目、四丁目、五丁目

神野東一丁目、二丁目、三丁目、四丁目　天神二丁目

愛敬町　駅南本町　大財北町　栄町　新中町

神園三丁目（16番～18番）　日の出一丁目（1番～5番、7番、8番）　日の出二丁目
若宮一丁目、二丁目、三丁目　若楠一丁目、二丁目、三丁目　高木瀬団地　八丁畷町

第２１投票区 城 北 中 体 育 館 高木瀬西一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目

八戸溝一丁目、二丁目、三丁目　神園六丁目（4番1号～4番15号、5番～9番）

開成一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目　鍋島町大字八戸溝（国道３４号線

以南）　鍋島町大字森田（国道３４号線以南、鍋島町桜を除く）

多布施三丁目　西田代一丁目、二丁目　伊勢町　道祖元町　中折町

長瀬町（1番、2番、3番1号～3番8号、3番35号～3番41号、5番1号～5番42号、8番、9番）

西魚町　六座町　西田代町

本庄町大字本庄（東寺小路、西寺小路、本庄団地、高柳、溝口、正里、正里団地）
本庄町大字鹿子（上飯盛）　本庄町大字正里（正里）

水ヶ江五丁目（8番11号～8番13‐5号　9番～10番）　南佐賀一丁目、二丁目、三丁目
新郷本町　北川副町大字新郷（新村を除く）

兵庫南一丁目、二丁目、三丁目、四丁目
巨勢町大字牛島（県道佐賀環状東線以西かつ国道264号線以北の区域及び構口）

循 誘 小 体 育 館第６投票区

第４投票区

神 野 小 体 育 館第５投票区

第２投票区 赤 松 小 体 育 館

昭 栄 中 体 育 館第３投票区

巨 勢 小 体 育 館第１６投票区

第２０投票区

開 成 小 体 育 館第２２投票区

市 役 所 １ 階
市 民 ホ ー ル

若 楠 小 体 育 館

新 栄 小 体 育 館第１８投票区

第１９投票区

投票区域一覧表（その１）

本 庄 小 体 育 館第１０投票区

高木瀬小体育館

北川副小体育館第１１投票区

第１４投票区

鍋 島 中 体 育 館第７投票区

勧 興 小 体 育 館

兵 庫 小 体 育 館第１５投票区

城南中玄関ホール第２５投票区

城 東 中 体 育 館第２６投票区

日 新 小 体 育 館第２３投票区

城 西 中 体 育 館第２４投票区



投　票　区 投　票　場　所 投　票　区　の　区　域

第２７投票区 諸富北小体育館 諸富町大字大堂、諸富町大字徳富、諸富町大字諸富津

第２８投票区 諸富南小体育館 諸富町大字寺井津、諸富町大字為重、諸富町大字山領

春日丘、東町Ａ、東町Ｂ、東町Ｃ、上町Ａ、上町Ｂ、国分南一区、国分南二区、国分北一区、
国分北二区、福島、みどり団地、花久保、国府団地、春日園

福田、南小路団地、南小路Ａ、南小路Ｂ、南小路Ｃ、東小路、尼寺団地、西町Ａ、西町Ｂ、

中町、新道、佐熊、駄市川原、五領、久池井、出羽、惣座、下都渡城、上都渡城、八反原、

下田

小川一区、小川二区、小川団地、北原団地、大和団地、野口、北原一区、北原二区、

北原三区、北原四区、春日、ロザリオの園、ロザリオの園（職員）、いとし子の家、

いとし子の家（職員）

川上、水上、西山田、小隈、大願寺、立石、東山田、サングリーン大和、クローバータウン、

今山、横馬場、西野、シオンの園

大久保、下戸田、上戸田、平野、平田、楢田、池上、佐保、於保、久留間、吉富、下村、

今古賀、江熊野、山王、大和特別支援学校

広坂有木、井手原、上梅野一区、上梅野二区、四十坊、桟敷、楮原、井手口、
原折敷野、田中久郎、萩平柏木、大谷泥畠、屋形所、井手、三反田、仲、古道、柚木

第３４投票区 富 士 小 体 育 館 熊の川、湯の原、下小副川、内野、中の原、小川内、大野原、上小副川

南１区、南２区、南３区、南４区、南５区、南６区東、南６区西、南７区、南８区北、南８区南、

南９区、南１０区、南１１区、南１２区、南１３区、南１４区、南１５区北、南１５区南、南１５区西、

南１６区、南１７区、南１８区、南１９区、南２０区、南２１区、南２２区、南２３区北、南２３区南、

南２４区、南２５区、南２６区、

坂井、野々古賀、東南里、西南里、鯔江、西古賀、西古賀団地、舟津、佐房、西船津、
道免、重久、小々森、久町、広江東、広江西、広江南、広江北、新村、西干拓

東古賀１区、東古賀２区、東古賀３区、米納津、福富、崎ヶ江、吉村、和崎、中津、下早、
加仁町、南早、新町、中早、北早、上早

大詫間１区、大詫間２区、大詫間３区、大詫間４区北、大詫間４区南、大詫間５区、
大詫間６区、大詫間７区、大詫間８区、大詫間９区、大詫間１０区

第４３投票区 東与賀文化ホール 東与賀町

北 山 東 部 小
体 育 館

西 川 副 小
体 育 館

久 保 田 公 民 館
大 会 議 室

投票区域一覧表（その２）

第２９投票区

第３７投票区

第３８投票区

第３１投票区

第３３投票区
松 梅 公 民 館
大 会 議 室

三瀬村

第４４投票区

第３９投票区

第４０投票区

第４１投票区

第４２投票区

第３２投票区

第３０投票区

古湯、貝野、西畑瀬、苣木、鎌原、柚木、須田、下関屋、菖蒲、広溜、杉山、市川

中原、大野、下無津呂、栗並、大串、麻那古、上無津呂
富士北部コミュニ
テ ィ セ ン タ ー

佐 賀 市 役 所
富 士 支 所

第３５投票区

第３６投票区

春 日 小 体 育 館

佐 賀 市 役 所
大 和 支 所

春 日 北 小
体 育 館

久保田町

中 川 副 小
体 育 館

大 詫 間 小
体 育 館

大 和 勤 労 者
体 育 セ ン タ ー

藤瀬、古場、下合瀬、上合瀬、上関屋、新村開拓

佐 賀 市 役 所
三 瀬 支 所

南 川 副 小
体 育 館


